
令和７年度福島県一般会計補正予算（第６号） 

令和７年度福島県一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 62,890,177 千円を追加し、既提出額 13,969,005 千円を含め、歳入歳出予算の総 

額を歳入歳出それぞれ 1,370,023,185 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加・変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加・変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和７年度福島県一般会計補正予算（第６号）



  歳 入

5

7

9

15

0 105,287

96,700 18,673,300

158,216,867 96,700

210,195,931

62,890,177

1 県 債 158,216,867

1,370,023,185

176,986,867

176,986,867

42,220,662

42,220,662 209,960,635

県 債

歳 入 合 計 1,293,164,003 13,969,005

第　1　表　　歳入歳出予算補正　　歳　　入

款 補 正 前 の 額

既 提 出 額 今 回 提 出 額

254,274,711

18,673,300

7,481,613

（単位千円）

国 庫 支 出 金

6,788,406

項

558,694 7,148,773

補 正 額

29,226

計

332,840

第 １ 表　　歳  入  歳  出  予  算  補  正

2 負 担 金 6,560,853 29,226

分 担 金 及 び 負 担 金

地 方 交 付 税 249,117,572 5,792,113

2 国 庫 補 助 金 166,569,735 1,170,238

663,981

1,858,118

1 分 担 金 227,553

1,332,234 256,241,919

1 地 方 交 付 税 249,117,572 5,792,113 1,332,234 256,241,919



 　　歳 出

2

3

4

6

40,449

2 畜 産 業 費 2,957,096 △ 25,739 318,279

8,092,831

3,818,407 27,154,527

3,249,636

43,244,186

民 生 費

46,615,599衛 生 費

1,023,211

4 医 薬 費

款 項

総 務 費

（単位千円）

計

1,140,792 115,140,275

補 正 額
補 正 前 の 額

既 提 出 額 今 回 提 出 額

107,372,824 6,626,659

2 県 民 生 活 費

社 会 福 祉 費

6,909,081 42,958

1

143,465,023

1,140,792

△ 35,431 5,835,446 149,265,038

2 児 童 福 祉 費 37,437,691 92,183 193,214

101,357,186 △ 149,708 5,642,232 106,849,710

37,723,088

6,455,248 53,473,637402,790

1,064,8602 環 境 衛 生 費 1,200

101,683,746

23,197,650 138,470

1 農 業 費 42,871,258 315,319 57,609

5 環 境 保 全 費

359,231農 林 水 産 業 費 7,716,235 109,759,212

9,257,145 146,319 2,635,641 12,039,105



7

8

10

20,507,755 143,894,738

歳 出 合 計 1,293,164,003 13,969,005 62,890,177 1,370,023,185

35,253 10,860,050 58,645,751

160,383,258

第　1　表　　歳入歳出予算補正　　歳　　出

6,142,594 36,000 914,400

款 項

3 河 川 海 岸 費 47,750,448

7,092,994

5,390,137

7,646,581

既 提 出 額

84,648

205,216,156

8,485,545

4,738,886

972,994

6,344,777

18,255,55113,949

433,525

補 正 前 の 額 計
補 正 額

4 林 業 費

今 回 提 出 額

17,268,608

394,56571,173

2

38,665,062

238,832,89133,183,210

商 工 費

住 宅 費 4,924,399

19,170 1,586,721

土 木 費

道 路 橋 り ょ う 費 123,292,613 94,370

観 光 費

7

2 4,028,106 73,456

5 水 産 業 費

151,813,065

3 農 地 費 33,847,898 36,532 4,780,632

1 商 工 業 費 147,784,959 11,192 4,940,526 152,736,677

6 都 市 計 画 費 8,961,940 25,233 506,440 9,493,613

3,545,019

4 港 湾 費

教 育 費 222,276,658 3,723,871 73,701 226,074,230

1 教 育 総 務 費 35,077,573 81,801 73,701 35,233,075



　　第　２　表 繰　越　明　許　費　補　正

(1) 追　　加
(単位千円)

既提出額 今回提出額

2 総 務 費 538,693 48,917

2 県 民 生 活 費 2,500 48,917

生活文化推進費 0 48,917

3 民 生 費 0 4,834,989

1 社 会 福 祉 費 0 4,667,398

障がい者総合支援関連費 0 565,131

高齢者福祉対策事業費 0 950,944

介護保険給付費 0 3,151,323

2 児 童 福 祉 費 0 167,591

児童措置費 0 167,591

4 衛 生 費 0 5,586,503

4 医 薬 費 0 3,066,887

地域医療対策費 0 2,770,307

薬務事業費 0 296,580

款 項 事 業 名

金 額

　第　２　表 繰越明許費補正



既提出額 今回提出額

5 環 境 保 全 費 0 2,519,616

環境保全対策事業費 0 2,449,616

公園施設整備費 0 70,000

6 農 林 水 産 業 費 10,287,838 7,091,492

3 農 地 費 0 4,592,798

かんがい排水事業費 0 157,501

経営体育成基盤整備事業費 0 2,703,120

土地改良調査費 0 264,300

農地防災事業費 0 1,208,251

県単農村整備事業費 0 259,626

4 林 業 費 1,795,954 971,994

林業・木材産業基盤強化対策費 0 553,178

森林病害虫等防除費 0 4,950

一般造林費 0 56,728

造林推進費 0 11,288

一般林道費 485,698 40,300

事 業 名

金 額

款 項



既提出額 今回提出額

一般治山費 685,897 305,550

5 水 産 業 費 0 1,526,700

漁港維持管理費 0 735,000

漁港事業費 0 791,700

7 商 工 費 0 4,763,636

1 商 工 業 費 0 1,225,146

物産振興費 0 35,965

工場立地促進費 0 1,189,181

2 観 光 費 0 3,538,490

国内観光推進費 0 3,538,490

8 土 木 費 414,835 10,186,541

2 道 路 橋 り ょ う 費 0 120,000

除雪事業費 0 120,000

3 河 川 海 岸 費 188,000 8,324,750

河川海岸維持管理費 70,000 1,557,150

河川事業費 0 6,314,700

款 項 事 業 名

金 額

　第　２　表 繰越明許費補正



既提出額 今回提出額

海岸事業費 0 31,500

ダム事業費 0 421,400

4 港 湾 費 0 870,400

港湾事業費 0 870,400

6 都 市 計 画 費 0 430,220

街路事業費 0 430,220

7 住 宅 費 216,000 441,171

県営住宅改善費 0 441,171

12,688,639 32,512,078合 計

款 項 事 業 名

金 額



(2) 変　　更

(単位千円)

既提出額 今回提出額

7 商 工 費 117,768 117,768 3,641,493

1 商 工 業 費 117,768 117,768 3,641,493

経営資源強化対策事業費 117,768 117,768 3,641,493

8 土 木 費 6,034,579 11,828,068 35,187,343

2 道 路 橋 り ょ う 費 5,826,079 11,584,568 31,972,323

道路橋りょう維持費 1,304,942 1,304,942 12,968,870

道路橋りょう整備費 129,576 129,576 8,853,403

3 河 川 海 岸 費 120,000 120,000 3,015,300

砂防施設維持管理費 60,000 60,000 412,500

砂防事業費 60,000 60,000 2,602,800

6 都 市 計 画 費 18,000 18,000 94,220

都市公園事業費 18,000 18,000 94,220

6,152,347 11,945,836 38,828,836

　第　２　表 繰越明許費補正

合 計

款 項 事 業 名

金 額

補 正 前
補 正 後



　　　第　３　表　　　債 務 負 担 行 為 補 正

(単位千円)

事 項 期 間 限 度 額

 空港維持補修費（滑走路舗装更新事業）
令和7年度から
令和8年度まで

184,000

　第　 ３ 　表　　債務負担行為補正



　　第　４　表　　地　方　債　補　正

（１）追 加

（単位千円）

既提出額 今回提出額

海 岸 事 業 費 － 16,200 １　借　入　方　法 年10％以内 起債日から35年以内（据置期間を含む。）の

　　普通貸借又は債券発行（他の地方公 （ただし、 期間において資金の融通条件及び知事の定め

　共団体との共同発行を含む。） 利率見直し るところにより償還する。ただし、県財政の

　　債券の発行価格は、知事が定める。 方式で借り 都合により繰上償還をし、償還年限を短縮

２　借　入　資　金 入れる政府 し、又は借換えをすることができるものとす

　　政府資金その他 資金につい る。

て、利率の

見直しを行

った後にお

いては、当

該見直し後

の利率）

計 38,200 16,200

　第　４　表　　 地 方 債 補 正

起　債　の　目　的
限　度　額

起　債　の　方　法 利 率 償　還　の　方　法



（２）変 更

（単位千円）

既提出額 今回提出額

か ん が い 排 水 事 業 費 154,700 － 203,300

経営体育成基盤整備事業費 993,500 － 1,830,100

農 地 防 災 事 業 費 636,600 － 1,094,300

県 単 農 村 整 備 事 業 費 287,900 － 334,900

一 般 林 道 費 200,900 － 222,000

一 般 治 山 費 295,500 － 455,500

漁 港 事 業 費 154,400 － 568,900

漁 港 維 持 管 理 費 97,900 － 482,700

道 路 橋 り ょ う 維 持 費 18,373,400 18,481,800 24,016,500

除 雪 事 業 費 494,600 － 534,600

道 路 橋 り ょ う 整 備 費 3,958,000 － 8,329,400

河 川 事 業 費 1,082,300 － 3,993,100

ダ ム 事 業 費 427,900 － 625,800

河 川 災 害 復 旧 助 成 費 796,200 － 884,400

砂 防 施 設 維 持 管 理 費 721,900 － 906,100

利　率
起　 債 　の 　目 　的

補 正 前 補 正 後

限　度　額 起 債 の 方 法

１　借入方法
　　普通貸借又は
　債券発行（他の
　地方公共団体と
　の共同発行を含
　む。）
　　債券の発行価
　格は、知事が定
　める。
２　借入資金
　　政府資金その
　他

起債日から35年以内
（据置期間を含む。）
の期間において資金の
融通条件及び知事の定
めるところにより償還
する。ただし、県財政
の都合により繰上償還
をし、償還年限を短縮
し、又は借換えをする
ことができるものとす
る。

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

償　還　の　方　法
限　度　額

起 債 の 方 法

１　借入方法
　　普通貸借又は
　債券発行（他の
　地方公共団体と
　の共同発行を含
　む。）
　　債券の発行価
　格は、知事が定
　める。
２　借入資金
　　政府資金その
　他

利　率 償　還　の　方　法

起債日から35年以内
（据置期間を含む。）
の期間において資金の
融通条件及び知事の定
めるところにより償還
する。ただし、県財政
の都合により繰上償還
をし、償還年限を短縮
し、又は借換えをする
ことができるものとす
る。

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）



既提出額 今回提出額

砂 防 事 業 費 914,800 － 2,030,500

港 湾 事 業 費 247,800 － 738,000

街 路 事 業 費 613,200 － 805,400

都 市 公 園 事 業 費 189,700 － 229,300

県 営 住 宅 改 善 費 828,400 － 1,037,300

河 川 海 岸 維 持 管 理 費 9,414,700 － 10,229,900

国直轄土地改良事業費負担金 222,800 － 285,600

公 園 施 設 整 備 費 35,300 － 70,300

計 120,713,867 120,772,367 139,467,667

１　借入方法
　　普通貸借又は
　債券発行（他の
　地方公共団体と
　の共同発行を含
　む。）
　　債券の発行価
　格は、知事が定
　める。
２　借入資金
　　政府資金その
　他

補 正 前 補 正 後

起　 債 　の 　目 　的
利　率 償　還　の　方　法限　度　額 起 債 の 方 法 償　還　の　方　法

起債日から35年以内
（据置期間を含む。）
の期間において資金の
融通条件及び知事の定
めるところにより償還
する。ただし、県財政
の都合により繰上償還
をし、償還年限を短縮
し、又は借換えをする
ことができるものとす
る。

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内
（据置期間を含む。）
の期間において資金の
融通条件及び知事の定
めるところにより償還
する。ただし、県財政
の都合により繰上償還
をし、償還年限を短縮
し、又は借換えをする
ことができるものとす
る。

１　借入方法
　　普通貸借又は
　債券発行（他の
　地方公共団体と
　の共同発行を含
　む。）
　　債券の発行価
　格は、知事が定
　める。
２　借入資金
　　政府資金その
　他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

限　度　額
起 債 の 方 法 利　率

　第　４　表　　 地 方 債 補 正




